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中
国
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
規
制
強
化
と
そ
の
影
響

李　
　
　

立　

栄

一
、
は
じ
め
に

　

中
国
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（FinT

ech
）⑴

は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
企
業
の
電
子
商
取
引
決
済
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

お
け
る
金
融
商
品
販
売
か
ら
発
展
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
様
々

な
分
野
に
広
げ
て
急
速
に
拡
大
し
た
。
た
と
え
ば
、
人
工

知
能
を
活
用
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
信
用
リ
ス
ク
を
評
価
し
、

他
国
に
先
駆
け
て
多
彩
な
サ
ー
ビ
ス
を
有
機
的
に
展
開
し

た
。
こ
の
発
展
の
背
景
に
は
、
膨
大
な
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の

蓄
積
、
複
占
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

効
果
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
容
易
な
規
制
環
境
、
従
来
型

金
融
サ
ー
ビ
ス
と
の
大
き
な
利
便
性
格
差
、
な
ど
様
々
な

要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
世
界
で
、
先
導
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
・

提
供
す
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
対
し
て
、
中
国
政
府
の
姿
勢

に
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
一
つ
は
、「
穏
健
で
寛
容
的
な
規
制
政
策
」
を
導
入

し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
の
手
法⑵

に
似

た
規
制
の
実
験
を
行
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
二
〇
一
五
年
以
降
に
見
ら
れ
る
、
フ
ィ
ン
テ
ッ

ク
分
野
の
存
在
を
公
式
に
認
定
す
る
と
と
も
に
し
っ
か
り
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と
ル
ー
ル
を
定
め
て
規
制
監
督
を
強
化
す
る
と
い
う
方
向

性
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
最
近
の
中
国
当
局
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
対

す
る
規
制
の
変
化
を
整
理
し
、
今
後
を
展
望
す
る
も
の
で

あ
る
。二�

、フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
と
そ
の
リ
ス
ク
、
政
府
の
対
応

　

近
年
、
ア
リ
バ
バ
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク

（
以
下
、BigT

ech

）⑶

の
金
融
業
へ
の
参
入
は
、
金
融
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
既
存
の
大
規
模
な
顧
客

ベ
ー
ス
を
持
ち
、
顧
客
の
デ
ー
タ
を
収
集
・
分
析
し
、
そ

の
情
報
を
活
用
し
て
マ
ネ
タ
イ
ズ
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

典
型
的
な
例
と
し
て
、
中
国
の
ｅ
コ
マ
ー
ス
の
取
引
の

安
全
を
図
る
た
め
に
生
ま
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
第
三
者
決
済

サ
ー
ビ
ス
「
ア
リ
ペ
イ
（
支
付
宝
）」
で
あ
る
。
世
界
最

大
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
で
あ
る
ア
ン
ト
グ
ル
ー
プ
（
以

下
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
）
は
、
ア
リ
ペ
イ
を
中
核
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
と
し
て
、
傘
下
の
企
業
を
通
じ
て
多
様
な
金
融
ビ
ジ
ネ

ス
を
展
開
し
て
い
る
（
李
［
二
〇
一
八
ａ
、
ｂ
、
二
〇
二

一
ａ
、
ｂ
］）。
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
こ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を

ベ
ー
ス
に
、
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
Ｐ
２
Ｐ

レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ネ
ッ
ト

銀
行
、
ネ
ッ
ト
証
券
、
ネ
ッ
ト
保
険
、
ネ
ッ
ト
基
金
（
Ｍ

Ｍ
Ｆ
）、
ネ
ッ
ト
理
財
な
ど
の
生
活
に
密
着
し
た
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
個
人
と
企
業
の
借
り

手
、
銀
行
や
保
険
、
フ
ァ
ン
ド
な
ど
従
来
の
金
融
機
関
、

少
額
ロ
ー
ン
会
社
や
保
険
理
財
会
社
、
リ
ー
ス
会
社
、
質

屋
な
ど
の
非
金
融
機
関
、
さ
ら
に
は
個
人
と
企
業
の
投
資

家
を
取
り
込
み
、
独
自
の
金
融
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し

て
、
資
源
の
統
合
と
共
有
に
よ
り
価
値
創
造
を
図
っ
て
い

る
。
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と
こ
ろ
が
、
第
三
者
決
済
分
野
に
お
い
て
は
、
中
国
の

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
が
す
で
に
取
扱
金
額
に
お
い
て
Ｓ
Ｉ

Ｆ
Ｉ
ｓ
（
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
）
も
し
く
は
Ｇ

－

Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｓ
（
巨
大
金
融
機
関
）
と
同
様
に
シ
ス
テ
ム

上
重
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ペ
イ
な
ど

の
決
済
業
者
が
「
余
額
宝
」
の
仕
組
み
で
資
金
を
集
め
て

運
用
す
る
こ
と
は
、
マ
ク
ロ
的
に
見
れ
ば
、
銀
行
シ
ス
テ

ム
全
体
の
預
金
コ
ス
ト
の
上
昇
を
招
く
可
能
性
が
あ
る

（
李
［
二
〇
一
五
ａ
、
ｂ
］）。
つ
ま
り
、
中
国
の
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
企
業
が
ユ
ー
ザ
ー
に
無
担
保
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
を
販
売
す

る
一
方
、
調
達
し
た
資
金
の
約
半
分
を
満
期
三
〇
日
未
満

の
銀
行
預
金
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
ロ
ー
ン
で
運
用
し

て
い
る
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
の
大
量
償
還
が
生
じ
た
場
合
、
預
金

の
引
き
出
し
を
通
じ
て
銀
行
シ
ス
テ
ム
（
金
融
シ
ス
テ
ム

の
安
定
性
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
リ
ス
ク
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
巨
大
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
が
も
た
ら
す
潜
在

的
な
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
二
〇
一
五
年
以
降
、
中
国
政
府

は
徐
々
に
規
制
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に

は
、
二
〇
一
五
年
七
月
、
中
国
人
民
銀
行
が
主
導
し
、
財

政
部
、
中
国
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
（
銀
監
会
）、
中

国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
（
証
監
会
）、
中
国
保
険
監
督

管
理
委
員
会
（
保
監
会
）
な
ど
一
〇
の
関
連
監
督
省
庁⑷

が

連
名
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
規
制
方
針

と
な
る
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
健
全
な
発

展
促
進
に
関
す
る
指
導
意
見
（
銀
発
〔
二
〇
一
五
〕
二
二

一
号
）」⑸

を
公
表
し
、
規
制
の
大
枠
を
示
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
一
六
年
四
月
、
中
国
人
民
銀
行
を
は
じ

め
、
公
安
部
や
最
高
人
民
検
察
院
な
ど
一
四
の
政
府
部
門

が
連
名
で
全
国
の
地
方
政
府
宛
に
「
非
銀
行
決
済
機
構
の

リ
ス
ク
に
関
す
る
特
別
整
理
実
施
プ
ラ
ン
（
銀
発
〔
二
〇

一
六
〕
一
一
二
号
）」⑹

の
通
達
を
発
出
し
、
第
三
者
決
済

事
業
者
の
無
免
許
経
営
や
顧
客
資
金
の
流
用
、
違
法
な
清

算
業
務
な
ど
に
対
す
る
取
締
り
の
強
化
を
要
請
し
た
。
さ

ら
に
、
二
〇
一
七
年
一
月
、
第
三
者
決
済
事
業
者
に
よ
る
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顧
客
資
金
の
流
用
を
防
ぐ
た
め
、
中
国
人
民
銀
行
が
「
決

済
機
関
の
顧
客
準
備
金
の
集
中
・
預
入
に
関
す
る
通
知

（
銀
弁
発
〔
二
〇
一
七
〕
十
号
）」⑺

を
公
布
し
、
第
三
者
決

済
事
業
者
に
対
し
て
、
人
民
銀
行
ま
た
は
指
定
商
業
銀
行

の
顧
客
準
備
金
口
座
に
、
一
定
基
準
（
一
〇
～
二
四
％
）

に
従
っ
て
顧
客
か
ら
預
か
っ
た
資
金
を
預
け
入
れ
る
よ
う

義
務
付
け
た
。
二
〇
一
八
年
六
月
に
「
決
済
機
関
の
顧
客

準
備
金
の
全
て
を
集
中
・
預
入
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知

（
銀
弁
発
〔
二
〇
一
八
〕
一
一
四
号
）」⑻

を
公
布
し
、
こ
れ

ま
で
の
基
準
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
、
二
〇
一
九
年
一
月

一
四
日
ま
で
に
は
一
〇
〇
％
の
達
成
を
求
め
た
。

　

加
え
て
、
第
三
者
決
済
に
お
け
る
違
法
な
清
算
業
務
に

対
処
す
る
た
め
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
中
国
人
民
銀
行
が

「
非
銀
行
決
済
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
決
済
業
務
の
直
接

接
続
モ
デ
ル
か
ら
網
聯
清
算
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
移

行
に
関
す
る
通
知
（
銀
支
付
〔
二
〇
一
七
〕
二
〇
九
号
）」⑼

を
公
布
し
、
従
来
の
第
三
者
決
済
機
関
と
各
銀
行
が
直
接

取
引
し
て
き
た
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
業
務
を
、
二
〇
一
八
年

六
月
か
ら
日
本
の
全
銀
ネ
ッ
ト
に
相
当
す
る
統
一
し
た
第

三
者
決
済
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
網
聯
清
算
有
限
公
司
：

網
聯
）⑽

を
経
由
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
第
三
者
決
済
に
関
わ
る
す
べ
て
の
清
算
が
網
聯
経
由

で
行
わ
れ
、
そ
の
デ
ー
タ
が
人
民
銀
行
の
監
視
下
に
置
か

れ
た
。

　

二
〇
二
〇
年
以
降
、
金
融
当
局
が
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業

に
対
す
る
個
別
の
業
務
指
導
を
実
施
す
る
一
方
、
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
企
業
の
各
種
金
融
規
制
法
案
の
整
備
を
も
加
速
さ

せ
て
い
る
。
同
年
一
一
月
に
「
金
融
持
ち
株
会
社
監
督
管

理
試
行
弁
法
」⑾

（
以
下
、
金
持
弁
法
）
と
「
ネ
ッ
ト
小
額

融
資
業
務
管
理
暫
定
弁
法
（
意
見
募
集
稿
）」⑿

（
以
下
、
小

額
弁
法
）
の
二
つ
の
弁
法
が
相
次
い
で
施
行
さ
れ
、
フ
ィ

ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
規
制
強
化
の
姿
勢
が
強
ま
っ
た
。
中

国
政
府
の
規
制
強
化
の
背
景
は
、
外
部
的
な
要
因
と
し

て
、
二
〇
一
七
年
以
降
、
世
界
各
国
の
規
制
当
局
や
金
融
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安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
と
Ｇ
20
を
中
心
に
、
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
企
業
に
対
す
る
規
制
強
化
の
国
際
協
調
の
影
響
が

あ
る
。
国
際
的
な
規
制
監
督
の
理
念
上
で
は
、「
同
じ
業

務
・
同
じ
リ
ス
ク
・
同
じ
規
制
」⒀

を
原
則
と
し
、
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
の
発
展
促
進
と
金
融
リ
ス
ク
の
防
止
に
重
点
を
置

い
た
。
一
方
、
内
部
的
な
要
因
と
し
て
、
中
国
政
府
は
実

体
経
済
を
支
え
る
た
め
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
と
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
の
健
全
な
発
展
と
法
整
備
を
進
め
て
い

る
。
二
〇
二
〇
年
以
降
、
中
国
政
府
は
中
央
経
済
工
作
会

議
や
中
央
財
経
委
員
会
な
ど
の
重
要
会
議
で
、
独
占
禁
止

と
無
秩
序
な
資
本
拡
大
の
防
止
を
再
三
強
調
し
て
い
る
。

規
制
監
督
当
局
は
、
金
融
市
場
に
お
け
る
違
法
行
為
を
厳

し
く
取
り
締
ま
り
、
無
秩
序
の
資
本
拡
大
を
抑
制
す
る
と

と
も
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
関
連
企
業
の
監
督
シ
ス
テ

ム
の
整
備
や
、
公
平
競
争
と
金
融
市
場
秩
序
の
安
定
維
持

に
努
め
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
以
下
で
は
、
両
規
制
の

規
制
導
入
の
背
景
と
概
要
を
み
て
お
こ
う
。

三�

、
強
ま
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の

規
制
強
化
と
そ
の
影
響

⑴
　
規
制
導
入
の
狙
い

　

一
つ
目
の
金
持
弁
法
は
、
二
〇
一
九
年
七
月
よ
り
中
国

人
民
銀
行
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
、
二
〇
二

〇
年
七
月
に
同
行
の
審
議
を
経
て
、
政
府
（
党
・
国
務

院
）
同
意
の
も
と
、
一
一
月
に
施
行
し
た
。
規
制
導
入
の

背
景
と
し
て
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
は
、

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
の
巨
大
化
に
伴
う
リ
ス
ク
の
増
大
で

あ
る
。
中
国
で
は
、
非
金
融
企
業
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
金
融
グ
ル
ー
プ
（
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
）
の
規
制

が
な
く
、
監
督
の
空
白
地
帯
を
生
み
出
し
て
い
た
。
フ
ィ

ン
テ
ッ
ク
企
業
が
金
融
機
関
と
同
様
な
事
業
を
展
開
し
て

も
、
厳
し
い
自
己
資
本
規
制
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
有

利
に
事
業
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、
Ａ
Ｎ
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Ｔ
は
ア
リ
ペ
イ
を
中
核
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
、
一

〇
億
人
超
の
ユ
ー
ザ
ー
に
Ｍ
Ｍ
Ｆ
（
余
額
宝
）、
オ
ン
ラ

イ
ン
・
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
螞
蟻
花

唄
・
螞
蟻
借
唄
）、
中
小
企
業
向
け
ネ
ッ
ト
小
口
融
資

（
網
商
貸
）、
ネ
ッ
ト
専
業
保
険
（
衆
安
保
険
）、
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
螞
蟻
達
客
）
な
ど
を
展
開
し
、
中

国
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
業
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
ア
リ
ペ
イ
が
第
三
者
決
済
に
お
け
る
中
国
国
内
シ
ェ

ア
は
約
五
割
で
、
モ
バ
イ
ル
決
済
市
場
に
限
れ
ば
約
六
割⒁

に
達
し
て
お
り
、
一
社
独
占
状
態
が
続
い
た
。
こ
の
よ
う

な
急
成
長
の
な
か
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
主
力
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
・

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
融
資
関
連
業
務

（CreditT
ech

）⒂

の
問
題
が
浮
上
し
た
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
自
己

資
本
を
利
用
し
て
貸
出
ま
た
は
担
保
を
行
っ
て
い
な
い
た

め
、
実
際
の
貸
出
リ
ス
ク
を
提
携
金
融
機
関
に
転
嫁
し
て

い
た
の
だ
。

　

第
二
は
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
に
対
す
る
法
規
制
の
不

備
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
は
、
中
国
の
二
重
構
造

の
金
融
体
制
（
金
融
双
軌
制
）
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
銀
行
を
中
心
と
す
る
従
来
型
の
資
金
仲
介

と
異
な
り
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
効
率
の
向
上
と
個
人
・
中
小

零
細
企
業
向
け
の
金
融
包
摂
の
普
及
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
し
か
し
、
一
部
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
は
、
利

益
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
規
制
裁
定
取
引
を
狙
っ
た
金
融

事
業
を
次
々
と
展
開
し
、
高
レ
バ
レ
ッ
ジ
と
期
間
ミ
ス

マ
ッ
チ
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク

が
次
第
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。

　

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
の
主
な
リ
ス
ク
と
し
て
、
①
リ
ス

ク
隔
離
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
欠
如
し
た
ま
ま
、
金
融
事
業
と
実

業
が
混
在
し
、
リ
ス
ク
が
交
互
に
伝
播
し
う
る
こ
と
、
②

持
ち
株
会
社
と
支
配
会
社
間
の
支
配
関
係
あ
る
い
は
受
益

関
係
が
不
透
明
で
、
リ
ス
ク
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

③
持
ち
株
会
社
全
体
に
対
す
る
資
本
制
約
が
な
く
、
リ
ス

ク
を
防
御
で
き
る
真
の
資
本
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
④
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一
部
の
親
会
社
が
支
配
す
る
金
融
機
関
の
経
営
に
関
与

し
、
関
連
取
引
を
利
用
し
て
利
益
を
流
用
す
る
な
ど
、
金

融
機
関
と
投
資
家
の
利
益
を
損
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る⒃

。
そ
の
た
め
、
法
規
制
の
不
備
と
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
防
止
を
目
的
と
し
て
、
中
国
人
民
銀
行

が
「
金
融
持
ち
株
会
社
監
督
管
理
試
行
弁
法
」
が
制
定
さ

れ
た
。
そ
の
主
な
概
要
は
以
下
の
四
点
に
要
約
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
金
融
持
ち
株
会
社
の
設
立
を
中
国
人
民
銀
行

に
よ
る
許
認
可
制
と
し
、
中
国
人
民
銀
行
の
監
督
下
に
置

か
れ
る
。
金
持
弁
法
に
よ
れ
ば
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
種

類
の
金
融
機
関
を
支
配
す
る
非
金
融
企
業
で
、
か
つ
、
グ

ル
ー
プ
の
取
扱
い
資
産
が
一
定
規
模
（
銀
行
保
有
の
場
合

は
総
資
産
五
、
〇
〇
〇
億
元
以
上
、
銀
行
を
含
ま
な
い
場

合
は
総
資
産
一
、
〇
〇
〇
億
元
ま
た
は
受
託
管
理
す
る
総

資
産
が
五
、
〇
〇
〇
億
元
以
上
）
に
達
し
た
場
合
、
法
施

行
さ
れ
て
か
ら
一
二
カ
月
以
内
中
国
人
民
銀
行
に
金
融
持

ち
株
会
社
の
設
立
を
申
請
し
、
事
業
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得

し
た
う
え
、
中
国
人
民
銀
行
の
監
督
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
い
。
す
な
わ
ち
、
金
融
持
ち
株
会
社
の
事
業
ラ
イ
セ
ン

ス
を
持
た
な
い
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
は
、
今
後
、
複
数
の

金
融
機
関
へ
の
出
資
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
金
融
事
業
の
展

開
に
大
き
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、
出
資
構
成
の
簡
明
化
を
求
め
、
グ
ル
ー
プ
間

の
株
式
持
ち
合
い
を
禁
止
し
た
。
金
持
弁
法
で
は
、
金
融

持
ち
株
会
社
の
実
質
支
配
者
と
最
終
受
益
者
が
識
別
で
き

る
こ
と
を
要
求
し
、
金
融
持
ち
株
会
社
の
支
配
す
る
金
融

機
関
に
よ
る
親
会
社
の
株
式
保
有
、
ま
た
は
、
支
配
す
る

金
融
機
関
同
士
の
株
式
相
互
保
有
を
禁
じ
た
。
さ
ら
に
、

同
一
出
資
者
及
び
関
係
当
事
者
、
共
同
保
有
者
が
主
要
株

主
と
し
て
参
画
で
き
る
金
融
持
ち
株
会
社
は
二
社
ま
で
、

支
配
株
主
と
実
質
支
配
者
と
し
て
参
画
で
き
る
金
融
持
ち

株
会
社
は
一
社
ま
で
に
制
限
し
た
。

　

第
三
に
、
グ
ル
ー
プ
全
体
の
連
結
財
務
諸
表
に
基
づ
い

た
リ
ス
ク
管
理
を
基
本
と
し
、
金
融
持
ち
株
会
社
に
資
本
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補
充
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
確
立
を
求
め
た
。
金
持
弁
法
で
は
、

金
融
持
ち
株
会
社
、
そ
の
支
配
す
る
金
融
機
関
及
び
グ

ル
ー
プ
全
体
の
資
本
が
資
産
規
模
と
リ
ス
ク
水
準
に
見
合

う
よ
う
、
資
本
の
充
足
を
図
る
と
と
も
に
、
金
融
持
ち
株

会
社
が
支
配
す
る
金
融
機
関
に
資
本
不
足
が
生
じ
た
時
、

親
会
社
に
よ
る
タ
イ
ム
リ
ー
な
資
本
補
充
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
。
な
お
、
資
本
充
足
の
水
準
な
ど

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
民
銀
行
が
別
途
制
定
す
る

と
し
て
い
る
が
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
開
示
さ
れ
て

い
な
い
。

　

第
四
に
、
親
会
社
に
よ
る
支
配
下
に
あ
る
金
融
機
関
へ

の
経
営
関
与
や
虚
偽
の
出
資
、
株
主
へ
の
利
益
供
与
な
ど

の
行
為
を
禁
じ
た
。
金
持
弁
法
で
は
、
金
融
持
ち
株
会
社

が
出
資
管
理
業
務
を
基
本
と
し
、
商
業
性
の
経
営
活
動
や

支
配
下
に
あ
る
金
融
機
関
の
独
立
経
営
に
関
与
し
て
は
な

ら
な
い
と
定
め
た
。
金
融
持
ち
株
会
社
に
よ
る
傘
下
金
融

機
関
へ
の
虚
偽
の
出
資
や
、
循
環
出
資
な
ど
を
禁
じ
る
と

と
も
に
、
金
融
持
ち
株
会
社
及
び
そ
の
傘
下
の
金
融
機
関

が
、
金
融
持
ち
株
会
社
の
株
主
に
無
担
保
で
融
資
し
て
は

な
ら
な
い
と
制
限
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
規
制
強
化
の
法
案
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
上
場
延
期

の
公
表
日
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
日
に
公
布
・
即
施
行
さ

れ
た
小
額
弁
法
で
あ
る
。
小
額
弁
法
の
主
な
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
①
監
督
当
局
の
許
認
可
制
に
よ
り
、
小
額

融
資
会
社
に
事
業
ラ
イ
セ
ン
ス
の
取
得
を
義
務
付
け
、
か

つ
三
年
ご
と
に
更
新
を
課
し
た
こ
と
で
あ
る
。
更
新
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
、
残
存
の
業
務
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
②
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
よ
る
貸
出
は
、
純
資
産
の
五

倍
ま
で
と
し
た
。
こ
の
う
ち
、
銀
行
や
株
主
か
ら
の
借
入

な
ど
で
調
達
し
た
残
高
は
純
資
産
の
一
倍
ま
で
、
債
券
や

資
産
証
券
化
商
品
な
ど
で
調
達
し
た
資
金
の
残
高
は
純
資

産
の
四
倍
ま
で
と
上
限
を
設
け
た
。
③
一
件
あ
た
り
の
提

携
融
資
に
お
け
る
小
額
融
資
会
社
の
拠
出
比
率
を
最
低
三

〇
％
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
④
省
級
行
政
区
を
跨
っ
た
事
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業
を
展
開
す
る
小
額
融
資
会
社
に
出
資
す
る
場
合
、
主
要

株
主
と
し
て
参
画
で
き
る
の
が
二
社
ま
で
、
支
配
株
主
と

し
て
参
画
で
き
る
の
が
一
社
の
み
と
制
限
し
た
こ
と
で
あ

る
（
図
表
１
）。

⑵
　
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
影
響

　

上
述
の
二
つ
弁
法
の
規
制
導
入
を
受
け
て
、
中
国
の

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
、
と
り
わ
け
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
企
業
統
治
の

あ
り
方
や
資
本
構
成
、
事
業
展
開
な
ど
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。

　

二
〇
二
一
年
四
月
に
、
金
融
当
局
が
Ａ
Ｎ
Ｔ
に
提
示
し

た
事
業
改
革
案
は
主
に
次
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一

に
、
決
済
業
務
に
お
け
る
不
当
競
争
を
改
め
、
消
費
者
に

よ
り
多
く
の
決
済
選
択
肢
を
与
え
る
と
と
も
に
、
第
三
者

決
済
の
ア
リ
ペ
イ
と
後
払
い
・
分
割
払
い
の
「
花
唄
」、

消
費
者
ロ
ー
ン
の
「
借
唄
」
な
ど
の
金
融
商
品
と
の
不
当

な
抱
き
合
わ
せ
販
売
の
中
止
や
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
リ
ン

図表１　ネット小額融資業務管理暫定弁法（意見募集稿）の概要
概要

位置づけ ・�小額・分散の原則に基づき、零細企業や農民など低収入の人々を対象にサービスを提
供し、金融包摂の理念に沿って、実体経済の発展を支えなければならない。

登録資本 ・登録資本金は10億元以上
・省級行政区を跨った経営を実施する場合、登録資本金は50億元以上

事業ライセンス
・銀行業監督部門による許認可制。
・�事業ライセンスの有効期間は3年間。事業継続の場合は、満期から90日以内に再申請
が必要。継続申請しない場合は、残存業務を清算しなければならない。

制限事項

・�銀行借入、株主借入などで調達した資金残高は純資産の1倍、債券や資産証券化商品
などで調達した資金残高は純資産の4倍までそれぞれ超えてはならない。
・�借り手の収入、全体負債、資産状況などに基づき、合理的な貸出金額と貸出期限を設
定し、借り手の返済額はその返済能力を超えてはならない。
・�ネット小額融資残高は、個人の場合、上限30万元または個人の直近3年の平均年収の
1/3のどちらか低い方、法人の場合、上限100万元まで。
・�他の金融機関との共同融資における1件あたりの出資比率は30%を下回ってはならな
い。
・�同一出資者及びその関連当事者、共同保有者が主要株主として省級行政区を跨った業
務を展開するネット小額融資会社への出資は2社まで、支配株主として出資する場合
は1社まで。

〔出所〕�　中国銀保監会・中国人民銀行「ネット小額融資業務管理暫定弁法（意見募集稿）」より筆者
作成
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ク
に
貸
出
業
務
を
組
み
込
む
こ
と
な
ど
違
法
な
行
為
を
正

す
。
第
二
に
、
情
報
の
独
占
を
禁
止
す
る
。「
征
信
業
管

理
条
例
」⒄

の
要
件
に
従
い
、
個
人
信
用
調
査
業
務
の
事
業

ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
し
て
、「
合
法
で
必
要
最
低
限
」
と

い
う
原
則
に
従
っ
て
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
し
、
個
人

と
国
家
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
保
障
す
る
。
第
三
に
、

Ａ
Ｎ
Ｔ
の
金
融
持
ち
株
会
社
を
設
立
し
、
金
融
活
動
に
従

事
す
る
会
社
を
す
べ
て
同
金
融
持
ち
株
会
社
の
傘
下
に
収

め
、
金
融
当
局
の
監
督
を
受
け
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
隔

離
措
置
を
確
保
し
、
関
連
取
引
も
規
制
監
督
に
服
す
る
。

第
四
に
、
企
業
統
治
を
強
化
し
、
違
法
な
貸
出
や
保
険
、

投
資
商
品
販
売
な
ど
の
金
融
活
動
を
改
め
、
高
レ
バ
レ
ッ

ジ
を
抑
制
し
て
リ
ス
ク
伝
播
を
防
止
す
る
。
第
五
に
、

フ
ァ
ン
ド
の
流
動
性
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
自
主

的
に
「
余
額
宝
」
の
発
行
残
高
を
圧
縮
す
る
。

　

ま
た
、
上
述
小
額
弁
法
に
お
い
て
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
経
営
に

及
ぼ
す
主
な
影
響
は
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一

は
、
支
配
株
主
の
出
資
制
限
に
よ
り
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
「
花

唄
」
と
「
借
唄
」
を
同
時
に
傘
下
に
収
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
現
状
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
が
支
配
株
主
と
し
て
、
二
つ
の
小

額
融
資
会
社
を
擁
し
て
い
る
。
後
払
い
・
分
割
払
い
の

「
花
唄
」
を
運
営
す
る
「
重
慶
市
螞
蟻
小
微
小
額
融
資
有

限
会
社
」
と
、
消
費
者
ロ
ー
ン
の
「
借
唄
」
を
運
営
す
る

「
重
慶
市
螞
蟻
商
城
小
額
融
資
有
限
会
社
」
で
あ
る
。
両

社
は
い
ず
れ
も
全
国
規
模
で
事
業
を
展
開
し
て
い
る
た

め
、
小
額
弁
法
の
規
定
に
従
え
ば
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
両
社
の
う

ち
一
社
の
支
配
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
基
準
に
満
た
す
た
め
、
自
己

資
本
を
増
強
す
る
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
上
場
目
論
見
書⒅

に
よ
れ

ば
、
二
〇
二
〇
年
六
月
末
、
同
グ
ル
ー
プ
の
融
資
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
提
供
し
た
消
費
者
ロ
ー
ン
の
残
高

は
約
一
・
八
兆
元
に
上
っ
た
。
こ
れ
ら
の
消
費
者
ロ
ー
ン

の
殆
ど
は
Ａ
Ｎ
Ｔ
傘
下
二
社
の
小
額
融
資
会
社
と
提
携
金

融
機
関
と
の
共
同
融
資
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
共
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同
融
資
の
場
合
、
小
額
融
資
会
社
の
拠
出
が
最
低
三
〇
％

で
あ
る
た
め
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
傘
下
二
社
の
融
資
残
高
は
少
な
く

と
も
五
、
四
〇
〇
億
元
以
上
に
な
る
。
融
資
は
自
己
資
本

の
五
倍
ま
で
と
い
う
レ
バ
レ
ッ
ジ
基
準
に
従
え
ば
、
Ａ
Ｎ

Ｔ
傘
下
二
社
の
資
本
金
は
一
、
〇
八
〇
億
元
以
上
を
維
持

す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
二
〇
二
〇
年
六
月
末
の
両
社

の
自
己
資
本
合
計
は
三
五
八
億
元⒆

と
大
幅
に
基
準
を
下

回
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
小
額
弁
法
の
規
制
を
受
け
て
、
二
〇
二
一
年
四

月
一
二
日
に
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
は
「
花
唄
」「
借
唄
」
の
両
業
務

を
新
設
の
消
費
者
金
融
会
社
へ
移
管
す
る
こ
と
を
発
表
し

た
。
同
年
六
月
三
日
、
規
制
当
局
は
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
消
費
者
金

融
子
会
社
の
開
業
を
認
可
し
た
。

四
、
規
制
強
化
の
方
向
性

　

こ
れ
ま
で
の
金
融
危
機
は
常
に
異
な
る
形
で
現
れ
て
き

た
。
い
ず
れ
も
金
融
の
過
度
な
自
由
化
、
金
融
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
複
雑
化
、
監
督
の
不
備
及
び
規
制
裁
定
に
起
因

し
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
監
督
・
管
理
能
力
を
超
え
て
い

た
。
金
融
危
機
を
経
験
し
た
国
の
大
半
は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
リ
ス
ク
が
勃
発
す
る
直
前
ま
で
、
貸
出
の
急
増
と
レ
バ

レ
ッ
ジ
の
高
止
ま
り
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
教

訓
（Learning�by�doing

）
か
ら
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ

ス
ク
を
防
止
す
る
に
は
、
金
融
安
定
の
枠
組
み
を
全
面
的

に
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
規
制
監
督
だ
け
で
な

く
、
良
好
な
マ
ク
ロ
経
済
環
境
、
整
備
さ
れ
た
金
融
イ
ン

フ
ラ
、
秩
序
あ
る
金
融
市
場
、
健
全
な
金
融
機
関
及
び
有

効
な
危
機
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
大
事
で
あ
る
。

　

今
後
、
規
制
当
局
は
、
公
正
競
争
の
促
進
や
独
占
の
禁

止
、
無
秩
序
の
資
本
拡
大
の
防
止
な
ど
の
観
点
か
ら
、
公

平
で
厳
格
な
監
督
を
堅
持
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
具

体
的
に
は
、
第
一
に
、
技
術
革
新
は
、
根
幹
と
な
る
実
体
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経
済
・
金
融
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
金
融
業
務
を
展
開
す
る
場
合
、
実
体

経
済
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
金
融
リ
ス
ク
の
防
止
に
努

め
、
技
術
革
新
を
違
法
行
為
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
し
て

は
な
ら
な
い
。
違
法
経
営
に
対
し
法
に
則
っ
て
厳
罰
す

る
。
第
二
に
、
金
融
事
業
を
展
開
す
る
場
合
、
事
業
ラ
イ

セ
ン
ス
の
保
有
を
必
須
と
し
、
金
融
活
動
を
す
べ
て
金
融

監
督
下
に
収
め
る
。
金
融
監
督
の
能
力
を
高
め
、
監
督
枠

組
み
の
最
適
化
を
図
る
と
と
も
に
、
規
制
裁
定
取
引
を
防

止
す
る
。
第
三
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
規
範

化
と
発
展
を
推
進
す
る
。
規
制
監
督
を
強
化
し
、
市
場
独

占
の
防
止
や
知
的
財
産
権
と
個
人
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

に
努
め
る
と
同
時
に
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
発
展
を
促
進

し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
ユ
ー
ザ
ー
体
験
の
向
上
や

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
国
際
競
争
力
の
維
持
と
強

化
を
図
る
。

　

規
制
当
局
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
公
平
競
争
の
市
場
環
境

を
創
出
し
、
民
間
資
本
に
よ
る
合
法
的
な
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク

事
業
の
展
開
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
知
的
財
産
権
を
保

護
し
、
起
業
家
精
神
を
発
揚
さ
せ
、
民
間
資
本
に
よ
る
市

場
の
活
力
と
技
術
革
新
の
力
を
引
き
出
す
こ
と
に
注
力
し

て
い
く
と
考
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

－

今
後
の
展
望

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
中
国
で
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企

業
へ
の
規
制
強
化
が
一
段
と
厳
し
く
な
り
、
ま
た
、
金
融

シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
を
弱
め
る
過
度
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
や
償

還
期
日
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
予
防
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
対

す
る
認
識
が
強
ま
っ
て
い
る
た
め
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業

の
活
動
は
抑
制
さ
れ
る
公
算
が
大
き
い
。
し
か
し
、
フ
ィ

ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
規
制
強
化
論
は
、
積
極
的
な
視
点
か

ら
の
評
価
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、

中
国
の
異
業
種
の
金
融
業
へ
の
参
入
を
通
じ
た
イ
ノ
ベ
ー
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シ
ョ
ン
の
促
進
は
一
定
の
成
果
を
挙
げ
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク

企
業
に
対
す
る
法
整
備
・
規
制
改
革
は
新
し
い
局
面
に

入
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

近
年
、
中
国
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
の
発
展
は
、
従
来

の
間
接
金
融
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
か

ら
金
融
市
場
改
革
や
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
へ
の

シ
フ
ト
を
後
押
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
以
外
の
非

金
融
業
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
多
様
化
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
、
従
来

の
金
融
機
関
に
よ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
寡
占
状
態
が
弱
ま

り
、
自
由
競
争
に
基
づ
く
多
元
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の

構
造
変
化
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
は
、
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

活
性
化
を
い
っ
そ
う
加
速
さ
せ
、
金
融
包
摂
の
発
展
を
考

慮
し
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
新
た
な

「
金
融
・
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
」（utilities

）
の
役
割
を
果

た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
今
後
も
進
化
し
つ
づ
け
、
そ
の
多

く
は
我
々
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
恩

恵
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
す

あ
る
程
度
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
化
と
破
壊
は
、
我

慢
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
金
融
包
摂
と
効
率
性
の
メ

リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
一
方
、
リ
ス
ク
を
い
か
に
緩
和
し
て

い
く
か
、
よ
り
一
層
冷
静
な
判
断
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
注
）

⑴　

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
（FinT

ech:�Financial�T
echnology

）
は
、

Finance

とT
echnology

を
組
み
合
わ
せ
た
言
葉
で
、
実
態
的
に
は

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
発
達
に
よ
っ
て
出
現
し
た
、
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う

な
様
々
な
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
態
様
、
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
な
ど
が
提
供
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
金
融
関
連
サ
ー
ビ
ス

を
指
す
。

⑵　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
金
融
行
為
規
制
機
構
）
で
は
、「Project�

Innovate

」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ッ
ク
を
立
ち
上
げ
て
、
消
費
者
の
利

益
に
か
な
う
金
融
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
奨
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励
し
て
い
る
。
安
全
面
を
確
保
し
な
が
ら
、
一
定
の
範
囲
内
で
実
験

的
な
取
り
組
み
を
許
容
す
る
「Sandbox

」
制
度
を
提
案
し
て
い
る
。

（https://w
w
w
.fca.org.uk/your-fca/docum

ents/regulatory-
sandbox

）（
二
〇
二
一
年
五
月
五
日
閲
覧
）

⑶　

ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
（BigT

ech

）
と
は
、
中
国
の
Ｂ
Ａ
Ｔ
（
バ
イ

ド
ゥ
、
ア
リ
バ
バ
、
テ
ン
セ
ン
ト
）
や
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｍ

（
グ
ー
グ
ル
、
ア
マ
ゾ
ン
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ア
ッ
プ
ル
、
マ
イ
ク

ロ
ソ
フ
ト
）
な
ど
確
立
さ
れ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

を
持
つ
大
企
業
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
Ｂ
Ｉ
Ｓ
（
二
〇
一
九
）
と

Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
二
〇
一
九
）
の
論
文
に
参
照
さ
れ
た
い
。

⑷　

二
〇
一
八
年
四
月
八
日
に
、
中
国
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
（
銀

監
会
）
と
中
国
保
険
監
督
管
理
委
員
会
（
保
監
会
）
は
統
合
さ
れ
、

「
中
国
銀
行
保
険
監
督
管
理
委
員
会
」（
銀
保
監
会
）
と
な
っ
た
。

⑸　
「
関
于
促
進
互
聯
網
金
融
健
康
発
展
的
指
導
意
見
（
銀
発
〔
二
〇
一

五
〕
二
二
一
号
）」（
二
〇
二
一
年
五
月
五
日
閲
覧
）（http://w

w
w
.

m
of.gov.cn/zhengw

uxinxi/zhengcefabu/201507/
t20150720_1332370.htm

）

⑹　
「
非
銀
行
支
付
機
構
風
険
専
項
整
治
工
作
実
施
方
案
（
銀
発
〔
二
〇

一
六
〕
一
一
二
号
）」（
二
〇
二
一
年
五
月
五
日
閲
覧
）（http://

w
w
w
.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3159668/

index.htm
l

）

⑺　
「
中
国
人
民
銀
行
弁
公
庁
関
于
実
施
支
付
機
構
客
戸
備
付
金
集
中
存

管
有
関
事
項
的
通
知
（
銀
弁
発
〔
二
〇
一
七
〕
十
号
）」（
二
〇
二
一

年
五
月
五
日
閲
覧
）（https://w

w
w
.w

aizi.org.cn/law
/16298.

htm
l

）

⑻　
「
中
国
人
民
銀
行
弁
公
庁
関
于
支
付
機
構
客
戸
備
付
金
全
部
集
中
交

存
有
関
事
宜
的
通
知
（
銀
弁
発
〔
二
〇
一
八
〕
一
一
四
号
）」（
二
〇

二
一
年
五
月
五
日
閲
覧
）（http://upload.xinhua08.com

/2018/�
0630/1530334981569.pdf

）

⑼　
「
中
国
人
民
銀
行
支
付
結
算
司
関
于
将
非
銀
行
支
付
機
構
網
銀
支
付

業
務
由
直
連
模
式
迁
移
至
網
聯
平
台
処
理
的
通
知
（
銀
支
付
〔
二
〇

一
七
〕
二
〇
九
号
）」（
二
〇
二
一
年
五
月
二
二
日
閲
覧
）（https://

w
w
w
.w

aizi.org.cn/doc/23188.htm
l

）

⑽　

網
聯
清
算
有
限
公
司
（
二
〇
二
一
年
五
月
二
二
日
閲
覧
）（https://

w
w
w
.nucc.com

/about.htm
l

）

⑾　
「
金
融
控
股
公
司
監
督
管
理
試
行
弁
法
」（
二
〇
二
一
年
五
月
二
二

日
閲
覧
）（http://w

w
w
.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/�

113469/4092987/index.htm
l

）

⑿　

中
国
銀
保
監
会
・
中
国
人
民
銀
行
関
于
「
网
絡
小
額
貸
款
業
務
管

理
暫
行
弁
法
（
征
求
意
見
稿
）」（
二
〇
二
一
年
五
月
二
二
日
閲
覧
）

（http://w
w
w
.gov.cn/xinw

en/2020-11/03/content_5556884.
htm

）

⒀　
EBA

,�

“sam
e�services/activities,�sam

e�risks,�sam
e�rules�

and�sam
e�supervision

”�（
二
〇
二
一
年
五
月
二
二
日
閲
覧
）
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（https://w
w
w
.eba.europa.eu/node/82086/subm

ission�
/63904

）

⒁　
iResearch�2020

の
デ
ー
タ
に
よ
る
。

⒂　

二
〇
二
〇
年
夏
に
公
表
さ
れ
た
五
〇
〇
頁
を
超
え
る
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
目

論
見
書
で
は
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
事
業
構
造
に
つ
い
て
、
①
電
子
決
済
及
び

加
盟
店
サ
ー
ビ
ス
（D

igital�paym
ent&

�M
echant�service

）、
②

デ
ジ
タ
ル
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（D
igital�

finance�technology�platform

）、
③
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
業
務
と
そ

の
他
（Innovation�initiatives�and�others

）
の
三
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス

ラ
イ
ン
が
あ
る
。
前
二
者
で
あ
る
①
電
子
決
済
及
び
加
盟
店
サ
ー
ビ

ス
と
、
②
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
二

〇
一
九
年
の
売
上
全
体
の
九
九
・
二
％
を
占
め
て
お
り
、
Ａ
Ｎ
Ｔ
の

二
大
事
業
を
構
成
し
て
い
る
。
Ａ
Ｎ
Ｔ
の
売
上
は
、
主
に
加
盟
店
や

個
人
か
ら
徴
収
す
る
第
三
者
決
済
サ
ー
ビ
ス
・
ア
リ
ペ
イ
の
利
用
手

数
料
と
金
融
機
関
か
ら
徴
収
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
デ
ジ
タ

ル
・
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
、
さ
ら
に
マ
イ
ク

ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
情
報
を
取
り
扱
う
融
資
（CreditT

ech

）
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
、
ウ
ェ
ル
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
情
報
を
提
供
す
る
投
資

（Investm
entT

ech

）
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、
保
険
や
医
療
共
済
情

報
を
提
供
す
る
保
険
（InsureT

ech

）
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
三
つ

に
分
類
さ
れ
る
。

⒃　

中
国
人
民
銀
行
「
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融
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司
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〇
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付
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〇
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w
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.gov.cn/xinw
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5415624.htm
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例
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司
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（https://w
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eiyangx.com
/374392.htm

l
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〇
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一
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覧
）
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